
（単位   千円）

地方債 引き上げ分の地方消費税 その他

20,905,067 14,073,045 0 581,456 1,023,659 5,226,907

3,853,042 676,152 0 1,224 520,081 2,655,585

2,195,100 1,386,992 0 7,408 131,131 669,569

26,953,209 16,136,189 0 590,088 1,674,871 8,552,061

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

区分 事業費決算額

決 算 額 の 財 源 内 訳

特　　定　　財　　源

国県支出金 その他

社会保険関連経費

社会福祉関連経費

合　計

  平成26年4月1日からの消費税率引き上げに伴う地方消費税交付金引き上げ分は、社会福祉関連経費、社会保険
関連経費、保健衛生関連経費の社会保障施策に充当することとなっております。
  令和３年度、市では、引き上げ分が１６億７，４８７万１千円となり、下記のとおり活用いたしました。

一　般　財　源

保健衛生関連経費


